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第３章

管区域・州議会選挙と地方制度

長 田 紀 之

はじめに

２００８年憲法で定められた現在の国名はミャンマー連邦共和国（Republic of the

Union of Myanmar）である。この「連邦」のビルマ語である「ピーダウンズ」は，

国の集まりという意味合いで，国家体制の変遷にもかかわらず１９４８年の独立以

来一貫して国名に付されてきた。しかしながら，連邦という語のもつ地方分権

的な印象とは裏腹に，その実態は長いあいだ，中央集権的なものであり続けて

きたし，現在でも多分にそうである。

たしかに，１９６０年代から１９８０年代までのビルマ式社会主義の時代やその後２０１１

年まで続いた軍事政権時代の体制と比べれば，現行の２００８年憲法では半世紀ぶ

りに，選挙で選ばれた議員を含む地方議会の設置が定められ，中央集権の度合

いが弱められたといえる。とはいえ，依然として，政策への地域住民の意向の

反映や地方政府の裁量という点で大きな制約が残されているのである。

では，その２００８年憲法下の地方行政制度とは具体的にはどのようなものであ

り，どのような可能性と限界を有しているのであろうか。本章では，現行制度

の概観のあと，２０１５年総選挙における地方選挙の結果を分析し，その後の展開

についても記述することで，ミャンマーの地方分権化に関する展望を得るため

の基礎的な情報を提示することとしたい。
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第１節 地方行政制度のなかの管区域と州

１．地方行政制度の概要

図３―１に示したように，ミャンマーでは地方行政制度として，基本的には管区

域・州―県―郡―町区・村落区の４層制がとられている（２００８年憲法第５１条。以

下本章では，ことわりがない場合，カッコ内に示す条項は２００８年憲法のもの）。

第１層は，管区域（Region）と州（State），そして連邦直轄地（Union Territory）

である（第４９条）。管区域は，一般に多数民族のビルマ民族が多く居住する地方

図３―１ 地方行政制度の階層

（出所）２００８年憲法第５１条，およびMyanmar Information Management Unit
ウェブサイト（http://www.themimu.info/place-codes）より筆者作成。
（注） カッコ内は各行政区画の数。
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に位置し，ザガイン，タニンダーイー，バゴー，マグウェー，マンダレー，ヤ

ンゴン，エーヤーワディーの７つがある。州は，一般に少数民族が多く居住す

る地方に位置し，カチン，カヤー，カイン，チン，モン，ヤカイン，シャンの

７つがある。このように民族分布に基づいて管区域と州が区別されており，ま

た表３―１にあるように人口や面積の規模に大きな格差があるものの，憲法でこれ

ら７つの管区域と７つの州は同格と規定されている（第９条）。後述するように，

管区域と州はそれぞれの議会，政府を有しており，一定の自治権が認められて

いる。他方，連邦直轄地は，現在のところ，首都ネーピードー周辺の１カ所の

みである。ネーピードー連邦直轄地は，大統領の任命するネーピードー評議会

が管轄する（第２８５条）。

管区域・州
人口
（人）

面積
（km２）

人口密度
（人／km２）県の数 郡の数

郡平均
人口
（人）

郡平均
面積
（km２）

ネーピードー連邦直轄地 １，１６０，２４２ ７，０５７ １６４ ２ ８ １４５，０３０ ８８２

ザガイン管区域 ５，３２５，３４７ ９３，７０２ ５７ ９ ３７ １４３，９２８ ２，５３２

タニンダーイー管区域 １，４０８，４０１ ４３，３４５ ３２ ３ １０ １４０，８４０ ４，３３４

バゴー管区域 ４，８６７，３７３ ３９，４０４ １２４ ４ ２８ １７３，８３５ １，４０７

マグウェー管区域 ３，９１７，０５５ ４４，８２１ ８７ ５ ２５ １５６，６８２ １，７９３

マンダレー管区域 ６，１６５，７２３ ３０，８８８ ２００ ７ ２８ ２２０，２０４ １，１０３

ヤンゴン管区域 ７，３６０，７０３ １０，２７７ ７１６ ４ ４５ １６３，５７１ ２２８

エーヤーワディー管区域 ６，１８４，８２９ ３５，０３２ １７７ ６ ２６ ２３７，８７８ １，３４７

カチン州 １，６８９，４４１ ８９，０４２ １９ ４ １８ ９３，８５８ ４，９４７

カヤー州 ２８６，６２７ １１，７３２ ２４ ２ ７ ４０，９４７ １，６７６

カイン州 １，５７４，０７９ ３０，３８３ ５２ ４ ７ ２２４，８６８ ４，３４０

チン州 ４７８，８０１ ３６，０１９ １３ ３ ９ ５３，２００ ４，００２

モン州 ２，０５４，３９３ １２，２９７ １６７ ２ １０ ２０５，４３９ １，２３０

ヤカイン州 ３，１８８，８０７ ３６，７７８ ８７ ５ １７ １８７，５７７ ２，１６３

シャン州 ５，８２４，４３２１５５，８０１ ３７ １４ ５５ １０５，８９９ ２，８３３

全 国 ５１，４８６，２５３６７６，５７７ ７６ ７４ ３３０ １５６，０１９ ２，０５０

表３―１ 連邦直轄地および管区域・州の人口，面積，行政区画

（出所）２０１４年センサスより筆者作成。公表済みのセンサスの報告書は国際連合人口基金ウェブサイ
ト（http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/census/）に掲載されている。
（注） カチン州，カイン州，ヤカイン州の人口は，一部地域での推定値を含む。
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管区域，州，連邦直轄地は複数の県（district）から構成され，各県はさらに複

数の郡（township）から構成される。全国に３３０ある郡は，出生登録，土地登記，

徴税など多くの業務が行われる基礎的かつ重要な行政レベルであり，それ自体

が下院（人民代表院）議員を選出する選挙区にもなっている。１郡当たりの平均

人口と平均面積は全国で１５万人強，約２０００平方キロメートルであるが，かなり

の地方差がある。たとえば，郡当たりの平均人口を管区域・州別でみると，エー

ヤーワディー管区域，カイン州，マンダレー管区域，モン州では２０万人以上と

大きく，他方でカヤー州とチン州では４万～５万人程度と著しく小さい（表３―１）。

県や郡のレベルでは，連邦レベルの省である内務省（Ministry of Home Affairs）

の総務局（General Administration Department）から派遣された官吏によって行政

が担われており，選挙によって選出された住民の代表組織は存在しない（１）。

一般的に郡は，市（town）と村落区（village-tract）からなり，市は複数の町区

（ward）に，村落区はいくつかの村（village）に分けられることが多いが，行政

単位としては町区と村落区が最小の単位である（２）。町区や村落区の行政について

は，２０１２年の町区・村落区行政法で住民間接選挙によってそれぞれの区長が選

出されることとなった（３）。

以上に加えて，特定の民族にある程度の自治権を認める自治地区（Self-

Administered Division）と，自治地域（Self-Administered Zone）の設定が憲法で定

められている。両者は同格であり，いずれも郡を基礎単位として構成されるが，

前者が複数の郡からなる県の集合体であるのに対して，後者は複数の郡が直接

構成するというちがいがある。現在のところ，前者はワ自治地区ひとつだけで

あり，後者についてはナガ，ダヌ，パオ，パラウン，コーカンの５つが存在す

る（第５６条）。これらはそれが所在する管区域・州の一部をなすが，既存の６つ

のうち，ザガイン管区域にあるナガ自治地域を除いて，すべてがシャン州内に

位置する。なお，各自治地区・自治地域では委員長（Chairperson）が統括する指

導組織（Leading Body）に一定の立法権と執政権が与えられる（第２７５，２７６条）（４）。

２．管区域・州の議会と政府

では，管区域・州レベルの制度について，もう少し詳しくみてみよう。

まず，各管区域・州は一院制の議会（Region Hluttaw, State Hluttaw）を有する。
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これらの議会は以下の３種類の議員から構成される（第１６１条）。（イ）管区域・州

内の各郡から２人ずつの民選議員，（ロ）当該管区域・州内に国家の全人口の０．１％

（約５万人）以上の人口を擁する民族で，当該管区域・州の主要民族ではなく，

その管区域・州内に自治地区・自治地域を有していない民族について各１人の

民選議員，（ハ）民選議員数（上記（イ）と（ロ）の合計）の３分の１に当たる人数

の国軍最高司令官の指名による軍人議員，の３種類である。（イ）については，

実際には各郡がふたつの領域的な選挙区に分けられ，各選挙区から１人の議員

を選出する単純小選挙区制がとられる。（ロ）は，地方議会に特有の制度である。

当該少数民族の成員全体がひとつの選挙区をなし，その民族に関係する諸問題

に取り組むための議員が選出される。以後，本章ではこれら（イ），（ロ）をそ

れぞれ郡選出議員，民族選出議員と呼ぶ。（ハ）については，全議員数の４分の

１を軍人議員が占める点において，連邦議会の両院と同様の仕組みになってい

る（５）。民族選出議員の数は管区域・州によりばらつきがあるものの，各議会の全

体に占める割合は小さい。したがって，議会の規模はおおむね郡選出議員の数，

すなわち各管区域・州内にある郡の数で決まる。結果として，郡数の多いヤン

ゴン管区域，シャン州，ザガイン管区域では議員数が１００人を超えるのに対し，

郡数の少ないカヤー州，カイン州，チン州，タニンダーイー管区域では３０人に

満たなく，規模に大きな地域差が生じる（表３―１，表３―２）。

管区域・州議会には特定の事項に関する立法権が認められており（第１８８条），

その管轄事項は憲法付表２に列挙されている（表３―３）。しかしながら，この管轄

は限定的であり，後述のように２０１５年７月の憲法改正によってある程度拡充さ

れたものの，それまでは教育や保健衛生といった重要な分野がまったく含まれ

ていなかった。また，実績からみても管区域・州議会の活動は低調であり，２０１３

年までのサーベイによると一部の管区域・州議会ではほとんど立法がなされな

かったという（６）。

つぎに，管区域・州政府についてである。管区域・州の首長である管区域・

州首相は，管区域・州議会議員のなかから大統領によって任命される（第２６１条）。

この任命には管区域・州議会の承認が必要とされるものの，大統領の指名した

首相が憲法に規定された要件を明らかに満たしていないと証明できないかぎり，

管区域・州議会は大統領による首相の任命を拒否することができない。管区域・

州首相のもとで管区域・州政府を構成する大臣たちは，次の４つのグループに
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分けられる（第２６２条）（７）。（イ）管区域・州首相が管区域・州議会の内外から指名

する者，（ロ）国防・国境問題を担当させるために国軍最高司令官が指名する者，

（ハ）自治地区・自治地域の指導組織委員長，（ニ）民族選出議員，である（８）。い

ずれも統領によって任命されるが，（イ）と（ロ）については管区域・州議会の

承認が必要とされる。ただし，首相のときと同様，基本的に議会による拒否は

難しい。管区域・州首相は大統領に対して責任を負い，管区域・州政府の大臣

たちもまた当該の管区域・州首相を通じて大統領に対して責任を負う。また，

USDP政権期には，首相と各管区域・州で通常８人が選ばれる（イ）の大臣のほ
とんどは管区域・州議会議員であり，連邦レベルの大統領・大臣と異なって就

管区域・州
民選議員

軍人議員 合 計
郡選出 民族選出 計

ザガイン ７４ ２ ７６ ２５ １０１

タニンダーイー ２０ １ ２１ ７ ２８

バゴー ５６ １ ５７ １９ ７６

マグウェー ５０ １ ５１ １７ ６８

マンダレー ５６ １ ５７ １９ ７６

ヤンゴン ９０ ２ ９２ ３１ １２３

エーヤーワディー ５２ ２ ５４ １８ ７２

管区域合計 ３９８ １０ ４０８ １３６ ５４４

カチン ３６ ４ ４０ １３ ５３

カヤー １４ １ １５ ５ ２０

カイン １４ ３ １７ ６ ２３

チン １８ ０ １８ ６ ２４

モン ２０ ３ ２３ ８ ３１

ヤカイン ３４ １ ３５ １２ ４７

シャン＊ ９６ ７ １０３ ３４ １３７

州合計 ２３２ １９ ２５１ ８４ ３３５

全 体 合 計 ６３０ ２９ ６５９ ２２０ ８７９

表３―２ 管区域・州議会の議員数（２０１５年選挙結果を受けた構成）

（出所） 連邦選挙管理委員会ウェブサイト（http://uecmyanmar.org／）お
よび各種報道より筆者作成。
（注） ＊シャン州には５５郡あるので，本来，州議会に１１０人の郡選出議員
がいるはずであるが，２０１５年選挙では７郡１４選挙区で選挙が中止された。
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従来の事項 ２０１５年憲法改正法による追加事項
１．財政・計画分野
�１ 管区域・州予算
�２ 管区域・州基金
�３ 土地税
�４ 物品税（薬物及び向精神薬を除く）
�５ 建物税・土地税，水税，街灯税及び

車輪税といった開発事業に関わる税
�６ 管区域・州の公益事業
�７ 売却，賃貸及び他の方法による管区

域・州所有資産の処分
�８ 管区域・州基金の国内向け貸付
�９ 管区域・州基金による国内向け投資
�１０ 地域計画
�１１ 小規模の貸付業

�１２ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる投資

�１３ 連邦が定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する保険事業

�１４ 連邦が定めた法律に従い，管区域・州が課税
できる所得税

�１５ 連邦が定めた法律に従い，管区域・州が課税
できる商業税

�１６ 連邦が定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する国内外からの借金

�１７ 連邦が定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる物資獲得

�１８ 連邦が定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる外国からの資金協力・支援の獲得

２．経済分野
�１ 連邦が定めた法律に従い，管区域・

州で行われる経済活動
�２ 連邦が定めた法律に従い，管区域・

州で行われる貿易活動
�３ 連邦が定めた法律に従い，管区域・

州で行われる協同組合活動

�４ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有するホテル・民宿事業

�５ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する観光事業

３．農業・畜産分野
�１ 農業
�２ 害虫などによる病気の予防・統制
�３ 効率的な化学肥料の利用及び有機肥

料の生産と利用
�４ 農業貸付金及び貯金
�５ 管区域・州が管理する権利を有する

ダム，堤防，湖，水路，灌漑給水施
設

�６ 淡水漁業
�７ 連邦が定めた法律に基づく体系的な

家畜の飼育

�８ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する空き地，休耕地，荒蕪地の摘発

�９ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する登記

�１０ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する農業研究

�１１ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する沿海漁業

�１２ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する農業・気象観測事業

４．エネルギー，電気，工業及び林業分野
�１ 国有配電網を用いることなく，管区

域・州の監督下で行われる中小規模
の発電・配電事業（連邦の監督下で
行われる大規模な発電・配電事業を
除く）

�２ 食塩及び塩製品
�３ 管区域・州における宝石の切断及び

研磨
�４ 各村における薪の生産所
�５ 休養施設，動物園，植物園

�６ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する自力採掘した天然資源の割合設定

�７ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する小規模・零細鉱業

�８ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州が実施
権を有する鉱山労働者の危険防止，自然環境
の保全・回復事業

�９ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる小規模・零細宝石採掘業

�１０ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で取
り扱われる木材（チークと第１種木材のバラ
ウ，サラジュ，ビルマテツボク，ビルマカリ
ン，ティンガンネッ，ユリノキを除く）

�１１ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で管
理する野生動物，野生植物，自然地形などの
環境保全

表３―３ 管区域・州議会立法管轄事項（２００８年憲法付表２）
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任とともに議員の職を辞する必要がないため，とくに議会の規模が小さい管区

域・州では議員の相当部分を首相と大臣が占めることになった。このように，

管区域・州における議会と政府の関係では，政府とくに首相の立場が強く，管

区域・州政府が地元の有権者よりも中央の方を向きやすい制度設計となってい

る。

従来の事項 ２０１５年憲法改正法による追加事項
５．工業分野
�１ 連邦レベルで行われると規定されて

いる工業を除く他の工業
�２ 家内手工業

�３ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる工業地区

６．運輸，通信及び建設分野
�１ 管区域・州が管理する港，防波堤及

び桟橋
�２ 管区域・州が管理する道路及び橋
�３ 管区域・州における私有車の交通

�４ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる水路の改修

�５ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる水源・河川開発

�６ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州政府が
実施権を有するボート・小型船舶の建造と修
理

�７ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる空輸

�８ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で取
り扱われる住宅及び建築物

７．社会分野
�１ 連邦が規定する伝統的医療政策に反

しない伝統医療関連事項
�２ 管区域・州における社会福祉事業
�３ 火災及び天災の事前防止
�４ 港湾荷役作業
�５ 管区域・州が管理する権利を有する

以下の事項
�イ 文化遺産の保護
�ロ 博物館及び図書館

�６ 劇場，映画館及びビデオ上映会
�７ 写真，絵画，彫刻等の展覧会

�８ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる小学校等の諸計画

�９ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で取
り扱われる慈善病院・診療所及び私立病院・
診療所

�１０ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる食料，医薬品，化粧品等の偽装販売防
止

�１１ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる子ども，若者，女性，障害者，老人，
身寄りのない者の保護

�１２ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる救済・再定住関係事業

�１３ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる文学，芸能，音楽，伝統工芸，映画，
ビデオなどの事業

８．一般行政分野
�１ 開発事項
�２ 町村及び住宅の開発
�３ 賞状・勲章

�４ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる酒・麻薬の管理権に関する諸事項

�５ 連邦の定めた法律に従い，管区域・州内で行
われる国境地域開発及び農村開発事業

表３―３ 管区域・州議会立法管轄事項（２００８年憲法付表２）続き

（出所）２００８年憲法および２０１５年憲法改正法（同年法律第４５号）より筆者作成。
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さらに，行政機構における中央―地方関係が地方分権化の大きな制約となっ

ている。まず，連邦政府の直轄事項と管区域・州政府の管轄事項とが憲法に規

定されている（憲法付表１，２）が，実態としてその区別には曖昧なところがあ

る。さらに，付表２の事項に関連する各部局はいずれかの管区域・州大臣に割

り振られるものの，同時にそれぞれが関連する連邦レベルの省の下位にも位置

づけられており，指示系統が不明確である。とはいえ，概して官僚人事や予算

配分の面で中央の統制が強く効いており，管区域・州政府は独自の官僚機構を

有していないといえる状態にある。代わりに管区域・州レベルでの政府や議会

の通常業務や連邦レベルとの連絡調整を専ら担うのが内務省総務局の官僚であっ

て，彼らを統括する内務大臣は国軍最高司令官の指名する現役軍人であるため，

連邦レベルでの政府や議会による地方分権化の試みも浸透しづらくなっている（９）。

すなわち，現行制度において民選議員を含む管区域・州議会が設けられては

いるものの，目下のところ，その地方分権化に果たす役割は非常に限られたも

のである。しかしながら，中央と地方の両レベルにおいてさらなる地方分権化

に向けた動きもなされてきてはいる。テインセイン政権下で，各管区域・州の

大臣や議員たちが地方分権化の必要性を訴えるようになった一方，テインセイ

ン大統領自身，２０１３年８月の演説で管区域・州議会にさらなる権力を委譲する

べきであると述べた（１０）。こうした動きの結果として，２０１５年７月に憲法改正法

が成立し，憲法付表２に記載される管区域・州議会および政府の立法・行政管

轄事項と徴税可能事項が拡充された（１１）。この改正で，従来はまったく含まれて

いなかった教育や医療衛生分野について，小学校や一部の病院の設立などが連

邦レベルの法律に基づいて管区域・州の管轄下におかれることになり，観光や

工業団地などについても地方政府の裁量が増す可能性が生まれた（表３―３）。実際

に，同年１２月には連邦議会で外国投資法および内国投資法が改正され，ミャン

マー投資委員会の投資認可権限が管区域・州政府に一部委譲されることとなっ

た。今後，地方ごとに特色のあるきめ細かい開発事業が展開され，それが管区

域・州政府の財源を潤していくための道が開かれた。

第３章 管区域・州議会選挙と地方制度
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第２節 ２０１５年管区域・州議会選挙の結果

１．有権者数，選挙区，立候補者

２０１５年１１月の総選挙では，連邦議会両院の選挙と同時に，管区域・州議会の

民選議員を選ぶ地方選挙も同時に行われた。前述のとおり，管区域・州議会の

民選議員には郡選出議員と民族選出議員があり，後者を選出する民族の成員は

地方選挙で２票を投ずることになる。地方選挙の有権者数は，郡選出議員の選

挙については３３５４万人であり，連邦議会両院のそれよりも約７５万人少なかった。

これは連邦直轄地のネーピードーでは連邦議会選挙のみが行われ，地方議会選

挙は行われなかったためである。民族選出議員の選挙の有権者数は４４８万人であっ

た。各選挙の投票率は６９．６７％と６６．９７％，有効投票率は９５．２８％と９４．６０％であっ

た（１２）。

郡選出議員の選挙では，全国３３０郡のうちネーピードー連邦直轄地８郡を除い

た郡が２分割されて６４４区の領域的選挙区が設けられた。しかし，少数民族武装

組織との内戦の影響で，「自由で公正な選挙を行える状況にない」シャン州の７

郡とその他全国約４５０カ村での選挙が中止されたため，最終的に選挙が実施され

たのは６３０区であった（前掲表３―２）（１３）。民族選挙区の数については，管区域・州

ごとに０区から７区とばらつきがあり，全国で２９区が設定された（１４）。これらの

計６５９区が８８政党からの３４１９人の立候補者によって争われた（郡選挙区３２５８人，民

族選挙区１６１人）（１５）。立候補者の男女内訳は男性２９７５人（８７％），女性４４４人（１３％）

で圧倒的に男性が多かった。

２．選挙結果と議会の構成

地方選挙の結果は全体としてみると，本書第２章で示した連邦議会選挙の結

果とほぼ同様の傾向を示した。地方選挙全体でみたときの結果概要は表３―４のと

おりである（１６）。国民民主連盟（National League for Democracy: NLD）は，全民選

議員議席の４分の３強（７５．２７％）の４９６議席を獲得して圧勝し，その得票率は

５５．８１％であった（１７）。与党の連邦団結発展党（Union Solidarity and Development
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Party: USDP）の獲得議席数，獲得議席割合，得票数はそれぞれ７６議席，１１．５３％，

２８．１０％であった。また，管区域・州議会選挙には５４の少数民族政党が参加し，

うち１８政党が８４議席を獲得した。議席を獲得した少数民族政党の数は連邦議会

選挙の１０政党の２倍近くであり，多様な議席配分となった。このほかに民主党

（ミャンマー）が１議席，無所属候補が２議席を獲得した。なお，当選者の男女

構成は，男性５７５人（８７％），女性８４人（１３％）と立候補者の男女比とほぼ同じで

あり，年齢では，最年少が２５歳，最高齢が７３歳で平均年齢は４９歳であった。

表３―５は管区域・州議会選挙での，管区域・州別の NLDと USDPの得票率を
比較したものである。７つの管区域では，NLDと USDPの一騎打ちの様相が強
く，７つの州ではこれら２大全国政党の合計得票率が相対的に低い。こうした

全般的傾向のみならず，個別の管区域・州をみても，管区域・州議会選挙の結

果は，連邦議会では議席を獲得しなかった少数民族政党がいくつかの州議会に

おいて議席を獲得した点を除いて，本書第２章および伊野（２０１６）で詳述された

連邦議会選挙の結果と似通ったものである。したがって，ここでは選挙の結果

を受けて構成された管区域・州議会の構成に簡単にふれるにとどめたい（後掲図

３―２，図３―３）。

まず，７管区域およびカヤー州，カイン州，モン州では NLDが選挙で民選議
席数の３分の２超を獲得する圧勝をみせた。そのため，NLDが軍人議員を含む

政 党 立候補者数 獲得議席数 獲得議席割合（％） 得票率（％）

NLD ６４４ ４９６ ７５．２７ ５５．８１

USDP ６４２ ７６ １１．５３ ２８．１０

少数民族５４政党 ８６３ ８４ １２．７５ １０．１３

その他３２政党 １，０９３ １ ０．１５ ４．９７

無所属 １７７ ２ ０．３０ ０．９９

全 体 ３，４１９ ６５９ １００．００ １００．００

表３―４ 管区域・州選挙結果の概要

（出所） 選挙管理委員会発表などより筆者作成。
（注） 議席を獲得した少数民族政党は１８政党で，議席の内訳は以下のとおり。シャン民族
民主連盟２５，ヤカイン民族党２３，タアン（パラウン）民族党７，パオ民族機構６，リス民
族発展党３，カチン州民主党３，タイレン（シャンニー）民族発展党２，モン民族党２，
ラフ民族発展党２，ゾミ民主連盟２，ワ民主党２，カイン人民党１，シャン民族民主党１，
全モン地域民主党１，ワ民族統一党１，コーカン民主統一党１，アカ民族発展党１，カチ
ン州統一民主党１。その他の政党で１議席を獲得したのは民主党（ミャンマー）。

第３章 管区域・州議会選挙と地方制度

85



管区域・州議会全議席の過半数を単独で占めることとなり，軍人議員が議会内

の第２勢力をなすという構成になった。各議会の構成は以下のとおり。

●ザガイン管区域議会（全１０１議席）

NLD：６９議席（６８．３２％），軍人議員：２５議席（２４．７５％），USDP：５議席
（４．９５％），タイレン（シャンニー）民族発展党：２議席（１．９８％）

●タニンダーイー管区域議会（全２８議席）

NLD：２１議席（７５．００％），軍人議員：７議席（２５．００％）
●バゴー管区域議会（全７６議席）

NLD：５５議席（７２．３７％），軍人議員：１９議席（２５．００％），USDP：２議席（２．６３％）
●マグウェー管区域議会（全６８議席）

NLD：５１議席（７５．００％），軍人議員：１７議席（２５．００％）
●マンダレー管区域議会（全７６議席）

NLD：４８議席（６３．１６％），軍人議員：１９議席（２５．００％），USDP：８議席
（１０．５３％），民主党（ミャンマー）：１議席（１．３２％）

●ヤンゴン管区域（全１２３議席）

NLD：８８議席（７１．５４％），軍人議員：３１議席（２５．２０％），USDP：３議席
（２．４４％），ヤカイン民族党（Arakan National Party: ANP）：１議席（０．８１％）

●エーヤーワディー管区域議会（全７２議席）

NLD：５１議席（７０．８３％），軍人議員：１８議席（２５．００％），USDP：３議席（４．１７％）

管区域 NLD USDP 州 NLD USDP
ザガイン ６６．１６ ２４．１０ カチン ４４．５７ ２５．９６

タニンダーイー ６９．６９ ２３．２１ カヤー ４５．５９ ２９．０６

バゴー ６０．９４ ２８．４８ カイン ４１．８６ ２６．７８

マグウェー ６６．１１ ２７．１２ チン ３６．３７ ２３．７３

マンダレー ６１．６８ ３０．９５ モン ５１．０２ ２８．５８

ヤンゴン ６９．６３ ２２．３５ ヤカイン １５．８２ ２３．２０

エーヤーワディー ５４．０３ ３５．４８ シャン ３０．１７ ３０．１４

管区域全体 ６２．９１ ２８．２４ 州全体 ３５．３４ ２７．７０

表３―５ 管区域・州議会選挙でのNLDと USDPの得票率比較
（単位：％）

（出所） 選挙管理委員会発表より筆者作成。
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●カヤー州議会（全２０議席）

NLD：１１議席（５５．００％），軍人議員：５議席（２５．００％），USDP：４議席
（２０．００％）

●カイン州議会（全２３議席）

NLD：１３議席（５６．５２％），軍人議員：６議席（２６．０９％），USDP：３議席
（１３．０４％），カイン人民党：１議席（４．３５％）

●モン州議会（全３１議席）

NLD：１９議席（６１．２９％），軍人議員：８議席（２５．８１％），モン民族党：２議席
（６．４５％），USDP：１議席（３．２３％），全モン地域民主党：１議席（３．２３％）

カチン，チンの２州では NLDが第１党ではあるものの，獲得議席は過半数に
わずかに届かなかった。NLDは議会運営の際に，少数民族政党からの協力を必
要とすることになる。

●カチン州議会（全５３議席）

NLD：２６議席（４９．０６％），軍人議員：１３議席（２４．５３％），USDP：７議席
（１３．２１％），カチン州民主党：３議席（５．６６％），リス民族発展党：２議席

（３．７７％），カチン州統一民主党：１議席（１．８９％），シャン民族民主連盟（Shan

Nationalities League for Democracy: SNLD）：１議席（１．８９％）
●チン州議会（全２４議席）

NLD：１２議席（５０．００％），軍人議員：６議席（２５．００％），USDP：４議席
（１６．６７％），ゾミ民主連盟：２議席（８．３３％）

連邦議会選挙の結果と同様，ヤカイン州とシャン州の州議会選挙結果は NLD
が多数派を形成しなかったという点で際立ったものであった。ヤカイン州議会

では，地元の少数民族政党である ANPが第１党となったものの単独過半数には
届かなかった。シャン州議会では，軍人議員が最多となったが，USDP，SNLD，
NLDを含めた４つの勢力が拮抗する状態がみられ，タアン（パラウン）民族党と
パオ民族機構が各自治地域内の選挙区を中心として５％程度の議席を獲得した。

●ヤカイン州議会（全４７議席）

ANP：２３議席（１８）（４８．９４％），軍人議員：１２議席（２５．５３％），NLD：９議席
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図３―２ 管区域議会の構成（２０１６年２月２６日時点）

（出所） 選挙管理委員会発表より筆者作成。
（注） カッコ内数値は各議会の全議席数。
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図３―３ 州議会の構成（２０１６年２月２６日時点）

（出所） 図３―２に同じ。
（注） 図３―２に同じ。
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（１９．１５％），USDP：３議席（６．３８％）
●シャン州議会（全１３７議席）

軍人議員：３４議席（２４．８２％），USDP：３３議席（２４．０９％），SNLD：２４議席
（１７．５２％），NLD：２３議席（１６．７９％），タアン（パラウン）民族党：７議席
（５．１１％），パオ民族機構：６議席（４．３８％），ラフ民族発展党：２議席（１．４６％），

ワ民主党：２議席（１．４６％），シャン民族民主党：１議席（０．７３％），ワ民族統一

党：１議席（０．７３％），コーカン民主統一党：１議席（０．７３％），リス民族発展党：

１議席（０．７３％），アカ民族発展党：１議席（０．７３％），無所属：１議席（０．７３％）

３．管区域・州選挙における民族

本節の最後に，今回の管区域・州選挙の事例を通じて，選挙に民族がもつ意

味について，若干の検討をしてみよう。第１節でみたように，現行の地方制度

では，自治地区・自治地域の設定や管区域・州選挙における民族選挙区の設定

など，少数民族に対する一定の配慮がなされている。とくに後者は，郡を基準

とした小選挙区制では議席を獲得するのが困難な民族集団に対して，管区域・

州議会の議席のみならず，管区域・州政府の大臣ポストを用意するアファーマ

ティブ・アクションとして機能しているといえる。この民族選挙区設定の条件

として，管区域・州内の当該民族人口が全国人口の０．１％（つまり５万人強）以上

であることとあるために，選挙前から民族人口の数え方が争点として浮上した。

おりしも，２０１４年４月にはミャンマーで約３０年ぶりとなるセンサスが実施され，

民族もその項目に含まれていたが，宗教の項目とともにその集計値は未発表の

ままであった（執筆時現在未発表）。こうした状況を受けて，一部の少数民族系の

社会組織が自ら統計調査を実施し，自民族の人口が上記の要件を満たすことを

証明しようとした（１９）。しかし，結局，これらの動きが新たな民族選挙区の設定

をもたらしはせず，２０１５年選挙では２０１０年選挙の民族選挙区割りが踏襲されるこ

ととなった。今後，センサス民族統計の発表やその内容が，次回以降の総選挙

での民族選挙区割りをめぐって問題化することは免れないであろう。

ともあれ，上述のとおり，今回の選挙ではヤカイン州とシャン州を除いて，

少数民族政党はあまり振るわなかった。その理由としては，少数民族地域にお

いてもアウンサンスーチーの絶大なカリスマのもとで NLDに票が流れたこと，
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同一民族の名前を掲げる複数の政党が票を食い合ったことなどが考えられるが，

もう一点，NLDと USDPの２大全国政党が地方の選挙区において，少数民族出
身の立候補者を擁立したことも重要ではなかったかと思われる。表３―６は管区域・

州議会選挙について，立候補者・当選者それぞれに占めるビルマ民族の割合と，

当選者全体に占める NLDと USDPの当選者合計の割合，NLDと USDPの当選
者に占める非ビルマ民族の割合とを比較したものである。これによると，７つ

の管区域では，立候補者と当選者の８割以上がビルマ民族であり，議席のほぼ

すべてを２大政党が獲得した。他方，モン州を除くすべての州で，立候補者と

当選者のうちビルマ民族は３割に満たず，とくにチン州では皆無である。にも

かかわらず，政党でみると，シャン州とヤカイン州を除く諸州では２大政党の

獲得議席割合が８割以上となっている。NLDと USDPの当選者に占める非ビル
マ民族の割合からは，少数民族の多く居住する７つの州では，２大政党が少数

民族出身者を擁立することで議席を獲得したことが確認される。

立候補者に占める
ビルマ民族の割合

当選者に占める
ビルマ民族の割合

当選者に占める
NLDとUSDPの割合

NLDと USDPの
当選者に占める
非ビルマ民族の割合

７管区域 ８３．８２ ８８．７３ ９９．０２ １０．４０

カチン １２．９３ ２２．５０ ８２．５０ ７２．７３

カヤー １７．９２ ２６．６７ １００．００ ７３．３３

カイン ２４．８１ ２９．４１ ９４．１２ ６８．７５

チン ０．００ ０．００ ８８．８９ １００．００

モン ４１．７３ ４３．４８ ８６．９６ ５０．００

ヤカイン １．９７ ５．７１ ３４．２９ ８３．３３

シャン １２．７６ １４．５６ ５４．３７ ７３．２１

７州 １４．６２ １７．９３ ６６．９３ ７３．２１

全 国 ５３．６４ ６１．７６ ８６．８０ ２８．８５

表３―６ 立候補者・当選者に占めるビルマ族の割合

（単位：％）

（出所） Open Myanmar Initiative作成の候補者データベースより筆者作成。
（注） ビルマ族とは，自らの帰属する民族を「バマー」，「ミャンマー」，「バマー／ミャンマー」と申
告した者である。
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第３節 新政権下における地方分権化の行方

２０１５年１１月の総選挙の結果は，今後のミャンマーの地方分権化の流れにどの

ような影響を及ぼし得るだろうか。現在の段階でそれを見通すことは困難では

あるが，選挙後数カ月間の経過から問題の所在を指摘しておこう。

２０１６年２月初旬，中央で第２期連邦議会が招集されたのとほぼ同時に，各管

区域・州でも新たな議会が召集された。ここでまず選出された２８人の管区域・

州議会正副議長は表３―７のとおりである。各議会の構成を反映して，ヤカイン州

ではANPの，シャン州ではUSDPの議員が正副議長に就任し，その他の管区域・
州議会の正副議長はすべて NLDの議員から選出された。議長の平均年齢は６３歳
で，３０代３人を含む副議長の平均年齢は５０歳であった。２８人中，女性は２人

（７％）のみであり，地方議会の当選者全体での比率よりも低かった。民族帰属

では，管区域議会の正副議長１４人は全員ビルマ民族であった。州議会の正副議

長１４人のうちビルマ民族は３人だけであり，その他は少数民族であったが，必

ずしも当該州の主要民族が就任したわけではない。前職としては，実業に携わっ

ていた者が１０人と最多であり，弁護士７人，教育関係者５人，政治家・政党関

係者４人という構成である。なお，政治家・政党関係者４人のうちの２人が再

選議員であり，その１人であるシャン州のサッアウンミャッ副議長は前シャン

州首相である（２０）。

その後，３月１５日に連邦議会でティンチョー新大統領が選出されると，管区

域・州首相の人事が微妙な問題として浮上してきた（２１）。大統領はじめNLDがこ
れらのポストに NLD議員を配する意向であったのに対して，NLDが圧倒的な
多数派を形成していなかったいくつかの州議会で少数民族政党などの地元勢力

による反発が強まったためである。管区域・州議会が選出する正副議長の顔ぶ

れが，当然，各議会の意向を反映したものであったのに対して，本章第１節で

述べたように管区域・州首相の任命権は大統領に握られており，各地方議会は

その決定に対する拒否権をもたないに等しかった。結果的に１４人すべての管区

域・州首相に NLD議員が任命され，NLD政権はその船出と同時に少数民族政
党とのあいだに将来への禍根を残すこととなった。

しかしながら，こうした NLD新政権の行為が地方分権化の流れを押し戻すも
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のかどうかの判断は時期尚早である。中央とのパイプを有する NLDの管区域・
州首相が地元の声に耳を傾けることで，よりスムースに地方分権化が進展する

可能性もある。NLDは党の基本的な目標として「民主主義フェデラル連邦制」
の設立に向けた取り組みを挙げている。この英語の「フェデラル」はビルマ語

では音をそのままとって「ペッダレー」となる。この語彙はこれまで，従来の

中央集権的な体制から脱却した「真の連邦制」という意味合いが込められて，

さまざまな政治勢力によって使われてきた（２２）。NLDがめざす「真の連邦制」と
はいかなるものであり得るのか，これからの新政権の取り組みがその輪郭を明

らかにしてゆくことになるだろう。

おわりに

２００８年憲法下の地方制度は，管区域・州のレベルに一部が選挙で選ばれた議

会を導入した点で画期的ではあったものの，依然として中央集権的な色彩の濃

いものである。２０１５年総選挙で選ばれた各管区域・州の議会は，最初からその

ような制約のもとにおかれたものとして発足した。NLD新政権は憲法規定にのっ
とって，議会内の多数派を形成できなかった地域も含むすべての管区域・州の

首相ポストに NLD議員を据えた。ただし，同じようにトップダウンで任命され
たとはいえ，従来の USDP政権下での管区域・州首相に現役・退役の軍人が多
かったことを考えると，NLD政権下では軍隊経験者の首相は皆無であり，その
一点をとっても大きなちがいが生まれると考えられる。管区域・州レベルでの

政府と議会および政府と官僚機構との関係，連邦レベルの政府・議会と管区域・

州レベルの政府・議会との関係が今後，どのように変化を遂げてゆくのか，ミャ

ンマーの地方分権化の行方が注目される。

【注】

�１ Nixon et al.（２０１３，９）．
�２ ヤンゴンやマンダレー，ネーピードーといった大都市の場合，特別な制度のもとで，複数

の町区が直接的に郡を形成することがある。たとえば，ヤンゴン管区域の４県のうち，都市

圏を構成する３３郡がヤンゴン市開発委員会（Yangon City Development Committee）の管轄
下におかれているが，これらの郡の多くは町区が直接構成している。
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�３ �橋（２０１２，５２―５３）。
�４ 指導組織は１０人以上で構成され，その成員は，（イ）当該自治地区・自治地域内の各郡選出

の管区域・州議会議員（後述），（ロ）国軍最高司令官の指名する軍人，および（ハ）上記の

（イ）と（ロ）が選出したその他の代表である。委員長は（イ）と（ロ）が協議して（イ）

のなかから選出する。

�５ ただし，連邦議会の両院に関する憲法規定おいては，民選議員と軍人議員それぞれの議員

定数が具体的に明記されている（第１０９条，第１４１条）のに対して，管区域・州議会に関する

規定では軍人議員の数が選出された民選議員数との割合で決められている（第１６１条）。この

ため管区域・州議会においては，表３―２のとおり，厳密には民選議員数の３分の１を四捨五

入した数が軍人議員の定数とされており，全議員の４分の１を超えたり，それに満たなかっ

たりする場合が生じる。この問題については伊野（２０１６，１０３）も参照のこと。

�６ Holliday et al.（２０１５，６５５）．
�７ 管区域・州法務長官（Advocate-General）も以下の大臣たちとともに管区域・州政府を構
成する（第２６６条）。なお，司法機関としては各管区域・州に高等裁判所（High Court）が設
置される（第３０５条）。

�８ 管区域・州政府の行政権の及ぶ事項は，管区域・州議会が立法権を有する事項と等しい

（第２４９条）。USDP政権期には，（イ）の大臣ポストは憲法付表２の管轄事項の区分とおお
むね対応しており，財務大臣，計画・経済大臣，農業・畜産大臣，森林・エネルギー大臣，

開発問題大臣，社会問題大臣，運輸大臣，電気・工業大臣の８つが一般的であった（しかし，

NLD政権になってから，管区域・州政府の（イ）の大臣ポストの数は５～６つに減った）。
これら（イ）の大臣に加えて現役軍人が就任する（ロ）の国防・国境大臣を含めた９つのポ

ストがどの管区域・州でも設置される。さらに，当該の管区域・州内に（ハ）や（ニ）がい

る場合は，部局をもたず，それぞれの少数民族関連事項を取り扱う大臣ポストが設置される。

ただし，（ニ）が管区域・州政府の閣議に出席することが一般的であるのに対して，（ハ）に

ついては，ほとんどの自治地区・自治地域を含むシャン州において州政府の閣議に定期的に

出席している指導組織委員長は少ないという（UNDP２０１５，２７）。
�９ 管区域・州レベルの行政機構と地方分権化の直面している困難について，詳しくはNixon
et al.（２０１３，２５―４９）を参照のこと。
�１０ Holliday et al.（２０１５，６６２）．
�１１ これはテインセイン政権下でなされた唯一の憲法改正であった。国民民主連盟（NLD）な
どによる憲法改正運動は正副大統領の要件や憲法改正の条件の緩和などを主要な争点として

展開してきたが，与党連邦団結発展党（USDP）主導の法案作成や評決の際の軍人議員の反
対によって頓挫した。この間の経緯については差し当たり長田（２０１５，４８９―４９０；２０１６，４４５

―４４６）を参照のこと。

�１２ ザガイン管区域ミィンムー郡第１区では，NLDの立候補者が投票日２日前に急死したが，
多くの有権者が彼に投票したため約２万２０００票の死票が生まれたという（Saung Kyi Thatin

Jounrnal, Facebook site,１０November２０１５，https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/）。
結果，この選挙区では USDPの立候補者が７０００票弱の得票で当選した。
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�１３ 選挙管理委員会２０１５年通知第６１号（１０月１２日）および第６７号（同２７日）。

�１４ 各管区域・州での民族選挙区は以下のとおり。エーヤーワディー管区域２区（カイン，ヤ

カイン），バゴー管区域１区（カイン），チン州０区，カチン州４区（ビルマ，シャン，ラワ

ン，リス），カヤー州１区（ビルマ），カイン州３区（モン，パオ，ビルマ），マグウェー管

区域１区（チン），マンダレー管区域１区（シャン），モン州３区（ビルマ，パオ，カイン），

ヤカイン州１区（チン），ザガイン管区域２区（チン，シャン），シャン州７区（ビルマ，ア

カ，カチン，リス，ラフ，イン，カヤン），タニンダーイー管区域１区（カイン），ヤンゴン

管区域２区（カイン，ヤカイン）。

�１５ この数字は前述の選挙２日前に急死した立候補者１人を含まない。また，選挙管理委員会

に登録してある９１政党のうち３政党は地方選挙に立候補者を出さなかった。

�１６ 以下，本章での管区域・州選挙結果は，伊野（２０１６，１１３）掲載の表と若干数値にちがい

がある（本章でシャン民族民主党が獲得したとする議席が，伊野（２０１６）ではNLDにあて
られている）。これは選挙直後に政府系新聞で発表された選挙結果に一部混乱があったこと

によると思われる。本章の数値は，筆者の集計値を，選挙管理委員会が２０１５年１２月１６日付け

で発表した政党別議員統計（http://www.uecmyanmar.org/index.php/２０１４-０２-１１-０８-３１-４３/
８９１-１６-１２-２０１５-candidatelistbyparty）で確認したものである。
�１７ ただし，連邦議会選挙の結果と比較すると，これらの数値は若干低かった。NLDの上院
選挙での獲得議席割合と得票率はそれぞれ８０．３６％，５７．６８％，下院選挙では７８．９５％，５７．２０％

であった。この差は，ネーピードー連邦直轄地において地方選が行われなかったことで，あ

る程度は説明されると思われる。ネーピードー連邦直轄地ではNLDが下院選挙の８選挙区
中７区で勝利したためである。他方で，与党の USDPは連邦議会選挙よりも獲得議席割合が
高かったが，得票率では大差なかった。全国的にみた場合の地方選挙での政党別得票率には，

７州での NLDと少数民族政党との競合関係（第２章参照）がより強く反映されたと考えら
れる。

�１８ ヤカイン州シットェー郡第２区のチョーゾーウー候補は無所属候補として出馬して当選し

た（表３―４の無所属当選者２人のうちの１人）。同氏はもともと ANPの幹事長であったが，
同選挙区からの立候補者選定をめぐる党内の議論の結果，党中央が公認候補を出さない決定

を下したため，無所属での出馬となった（Myanmar Times ウェブサイト http://www.
mmtimes.com/index.php/national-news/１７３３２-in-sittwe-an-independent-candidate-in-name-
only ２０１５年１１月３日）。しかし，同氏は選挙後に復党し，ANPの議員として認められた
（選挙管理委員会通知２０１６年第６号，２０１６年２月２６日付け）ため，ここでは ANPの議員の
うちに含めて数えた。

�１９ たとえば，タニンダーイー管区域でのモン族の事例として，以下を参照（Myanmar Times

ウェブサイト http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/１３０４２-mon-push-for-
regional-minister-in-tanintharyi-government.html ２０１５年２月９日）。この記事は和田理寛氏
のご教示による。

�２０ ちなみに今回の管区域・州議会選挙では，各地方政府の１４人の現職首相＊のうち，１２人が

自ら首相を務める地域の地方議会選挙に出馬し（２０１５年７月に USDPから除籍されていたカ
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ヤー州大臣ひとりを除き全員 USDPからの出馬），カチン州のラグンガンサイン氏，バゴー
管区域のニャンウィン氏，ヤカイン州のマウンマウンオウン氏，シャン州のサッアウンミャッ

氏の現職首相４人が当選した。残るふたりのうち，ゾーミン・カイン州首相は USDPから下
院選挙のバゴー管区域カワ郡選挙区に出馬して落選した。もうひとりのミンスェ・ヤンゴン

管区域首相は健康上の理由を挙げて出馬を見送ったが，後日，新政権の副大統領に就任した

（第４章参照）。（＊マウンマウンオウン・ヤカイン州首相とゾーミン・カイン州首相は現役

軍人として州首相に任命されていたが，選挙前の２０１５年８月末に首相職を辞任し，いちど軍

務へ復帰したのちに軍籍を離脱し，１１月の選挙に USDP候補として出馬したという経緯があ
る。そのため，厳密には選挙時点で首相職についていなかったが，ここではこのふたりをそ

れぞれの州の現職首相とみなした）。

�２１ この問題については本書第４章で詳述する。

�２２ 五十嵐（２０１５，１６２―１６３）。
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